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旭川市宿泊税の特別徴収事務説明会の開催について

説明会当日に取材を希望される場合は、事前に担当まで御連絡くだ
さい。

KJ00542439
2025年10月3日

旭川市宿泊税条例の施行期日を定める規則を９月３０日付けで公布
し、施行期日を令和８年４月１日とすることとしました。
条例の施行に伴い、令和８年４月１日から課税を開始する宿泊税に
ついて、宿泊者から徴収する旭川市内の宿泊施設を対象とした徴収
事務の説明会を全４回開催する予定です。
説明会への参加にあたっては、事前に申し込みが必要となります。

第１回   日時 ：１０月２３日（木） １４時から１６時まで
　　　   場所 ：旭川市総合庁舎７階 大会議室A
第２回   日時 ：１０月２７日（月） １８時から２０時まで
　　　   場所 ：旭川市総合庁舎７階 大会議室A
第３回   日時 ：１１月５日（水） １４時から１６時まで
　　　   場所 ：上川総合振興局会議室
第４回   日時 ：１１月１３日（木） １４時から１６時まで
　　　   場所 ：神楽市民交流センター２階講堂

令和7年10月23日 14時00分 ～令和7年11月13日 16時00分


